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船舶事故調査報告書 

 

 平成３０年１２月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年６月２２日 ０２時１０分ごろ 

発生場所 長崎県平戸市度
たく

島東方沖 

 崎
さき

瀬
せ

鼻
はな

灯台から真方位０９８°１.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°２６.２′ 東経１２９°３４.４′） 

事故の概要  遊漁船久
きゅう

伸
しん

丸は、錨泊中、また、漁船天成
てんせい

丸は、南東進中、両船

が衝突した。 

 久伸丸は、釣り客１人が負傷し、船尾部ブルワークの破口等を生

じ、また、天成丸は、船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年６月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 遊漁船 久伸丸、４.９トン 

   ＮＳ３－５０６７７２（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.６２ｍ（Lr）×２.７１ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４０５.０kＷ、平成１２年７月７日 

   第２９０－５４２５３号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 天成丸、４.８トン 

   ＳＡ３－２３４９２（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９８ｍ（Lr）×２.５０ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３１６kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６

１年２月２６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６２年５月２１日 

    免許証交付日 平成２９年１月１７日 

           （平成３４年５月２０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年１月３０日 

    免許証交付日 平成２７年１１月２４日 

           （平成３３年１０月１６日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（釣り客） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船尾部ブルワークに破口、オーニング支柱に曲損等 

Ｂ 船首部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客６人を乗せ、平成３０年

６月２１日１８時００分ごろ、長崎県松浦市星鹿
ほ し か

漁港を出港した。 

 Ａ船は、平戸市的山
あ づ ち

大
おお

島東方沖で遊漁を行った後、釣り場を移動

し、２１時３０分ごろ、度島東方沖で船首部から錨を投入して遊漁を

再開した。 

 船長Ａは、主機を中立運転として白色全周灯１個を表示したほか集

魚灯２個を点灯し、船首を東方に向け、レーダーを待機状態として操

舵室内の床に座っていたところ、２２日０２時１０分ごろ、船尾方か

らの衝撃を感じ、操舵室から後部甲板に出て、Ａ船の船尾部とＢ船の

船首部とが衝突したのを認めた。 

 Ａ船は、船長Ａが、釣り客の負傷状況を確認した後、携帯電話で自

宅に本事故の発生を連絡するとともに海上保安庁への通報を依頼し、

釣りざお
．．

の収納及び揚錨を終えて船長Ｂに星鹿漁港に向かうよう声を

掛け、Ｂ船を先導して同漁港に帰港した。 

 釣り客のうち１人（以下「釣り客Ａ」という。）は、衝突の衝撃で

横向きに転倒して右腕に腫れと痛みがあり、船長Ａから帰宅後速やか

に病院で受診するように促され、後日、病院で受診し、右上腕打撲と

診断された。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、いか一本釣り漁の目的で、２１

日１５時３０分ごろ、佐賀県唐津市高串
たかくし

漁港を出港した。 

 Ｂ船は、度島北方沖の漁場で錨泊して操業を行った後、船長Ｂが、

的山大島南方沖に南東進する大型船の灯火を認め、２２日０１時５６

分ごろ、松浦市調川
つきのかわ

港の魚市場に向けて同漁場を出発した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、法定灯火を表示し、０.７５Ｍレンジでヘッド

アップ表示としたレーダーを作動させ、自動操舵で津崎
つ さ き

水道に向く針

路を設定し、約９ノットの対地速力で南東進した。 

 船長Ｂは、平戸市羽
は

島北東方沖で、漁場出発時に認めた大型船がＢ

船の左舷方をＢ船と同程度の速力で同航していること、また、船首方

に集魚灯を点灯したＡ船を認め、Ａ船の南方に針路を向けるつもり

で、自動操舵装置の針路設定ダイヤルを少し右に回して航行を続け

た。 

 船長Ｂは、左舷方の大型船の動きを目視等で確認しながら南東進し

ていたところ、衝撃音を聞くとともに船首方に集魚灯の明かりを認

め、Ａ船と衝突したことに気付き、主機を中立運転とした。 
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 Ｂ船は、船長Ｂが、携帯電話で自宅等に本事故の発生を連絡した

後、Ａ船の揚錨が完了するまでＡ船の近くで漂泊して待機し、Ａ船に

先導されて自力で星鹿漁港に入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船船尾部

の損傷状況、写真３ Ｂ船 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、水深約２２ｍの場所で、重さ約４５kgの錨を船首部から投

入し、錨索を約２５ｍ繰り出して錨泊していた。 

 船長Ａは、甲板上で釣り客の対応をしながら、時折、目視で周囲の

見張りを行っていたが、釣り客の対応が一段落した後、操舵室内で床

に座って待機し、集魚灯を点灯しているＡ船を他船が避けると思って

いたので、船室の窓越しに船首方の見張りのみを行っていた。  

 船長Ａは、ふだん、錨泊して遊漁を行う際、レーダーを待機状態と

していた。 

 Ａ船は汽笛を装備していた。 

 遊漁船業の適正化に関する法律に基づくＡ船の業務規程には、航行

中又は採捕中において船長が遵守すべき事項として、利用者に水産動

植物を採捕させている間は、他の船舶と衝突しないよう、常時、適切

な見張りを行い、他の船舶の動静把握に努める旨が定められていた。 

 Ａ船の釣り客は、３人ずつ両舷に分かれて釣りを行っていた。（図

１参照） 

 

 

 

図１ Ａ船の釣り客の位置 

 Ａ船は、左舷船尾部、右舷船尾部及び左舷中央部の釣り客３人が、

減速しないまま接近するＢ船に気付き、左舷中央部の釣り客が、左舷

船首部の釣り客にＢ船のことを伝え、衝突の直前、船尾部の釣り客２

人が船首方へ退避するとともに「当たる」と声を上げ、左舷中央部及

び左舷船首部の釣り客が身構えて衝突の衝撃に備えた。 

 釣り客Ａ及び右舷中央部の釣り客は、退避した釣り客の声を聞いた

ものの、何もすることができずに衝突の衝撃で船尾方に飛ばされて転

倒した。 

 釣り客６人は、全員救命胴衣を着用していた。 

 船長Ｂは、集魚灯を点灯したＡ船を船首方に認めて自動操舵装置の

針路設定ダイヤルを少し右に回した後、左舷方の南東進する大型船の

動きに注意が向いていたので、Ａ船の存在を失念したと本事故後に思

った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

釣り客Ａ 
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、度島東方沖で錨泊中、船長Ａが、集魚灯を点灯しているＡ

船を他船が避けると思い、周囲の見張りを適切に行っていなかったこ

とから、Ｂ船がＡ船を避けずに接近していることに気付かず、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、度島東方沖を南東進中、船長Ｂが、船首方に集魚灯を点灯

しているＡ船を認めた後、左舷方の南東進する大型船の動きに注意を

向けてＡ船の存在を失念し、周囲の見張りを適切に行っていなかった

ことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、度島東方沖において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船が南東

進中、船長Ａが、集魚灯を点灯しているＡ船を他船が避けると思い、

周囲の見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、左舷方の南東

進する大型船の動きに注意を向けてＡ船の存在を失念し、周囲の見張

りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・錨泊中においても、他船が避けてくれると思い込まず、レーダー

を活用した上で、随時、周囲の見張りを適切に行い、また、接近

する船舶に対しては、適切な時機に音響信号を行って注意を喚起

すること。 

 ・航行中は、特定の方向に注意を向けることなく、常時、周囲の見

張りを適切に行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船船尾部の損傷状況 
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写真３ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


